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議案資料２—１ 

 

令和６（2024）年度 

社会福祉法人日本身体障害者団体連合会 

事業計画（案） 

 

 

基本方針： 

新型コロナウイルス感染症が５類に位置づけられ従前の日常を取り戻しつつ

ある。日本身体障害者団体連合会（以下、「日身連」という。）は、地域における

加盟団体との繋がりを大切にし、引き続きＩＣＴ等を活用したネットワークの

構築を図り、加盟団体へのサポート等を含め、円滑な運営に努める。 

また、本年１月１日に発生した能登半島地震に対しては、日身連内に設置した

災害対策本部を中心に被害状況等の情報把握に努め、被災加盟団体への支援を

引き続き進める。 

最重要課題の組織体制強化並びに財政問題の安定化については、正副会長会

を中心に、2 つの検討委員会（日身連財政の安定化に対する検討委員会（以下、

「財政検討委員会」という。）並びに日身連組織体制強化及び障害者施策等に関

する検討委員会（以下、「組織・施策検討委員会」という。））において取り組む。

また、会員の高齢化等の問題に向き合い、加盟団体と連携のもと、地域における

障害者の社会参加の重要性の視点に立ち、課題解消にむけ努める。 

加盟団体との連携強化にあたっては、オンラインを活用して、障害者を取り巻

く環境整備や障害者施策の課題等についての情報共有や意見交換等の場として

作業部会を活用するなどして取組む。 

また、障害者が孤独・孤立に陥らないためにも障害理解への関心が地域社会に

根づくよう、国や事業者へ働きかけるとともに、日身連と加盟団体が発信者とな

り障害理解の促進を図り、地域共生社会の実現にむけ取り組む。 

この基本方針に基づき、日身連は、「私たちのことを私たち抜きに決めないで

（Nothing about us without us）」の精神をもち、令和６年度における事業を

実施し、日身連並びに加盟団体の一層の活動の充実を図り、社会福祉法人の責務

を果たすため地域福祉の向上に努める。 

 

日身連の主な事業； 

１．日身連会長表彰 

日身連会長表彰については、日本障害者福祉大会において実施してきたとこ

ろであるが、第 69 回大会を開催予定であった石川県において発生した能登半島

地震の影響により当該大会が中止せざる得ないこととなった。 

しかしながら、地域において障害者福祉の向上にご尽力されてきた方々を顕

彰する当該表彰は、例年どおり実施することとする。 
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２．国及び政党等に対する要請行動並びに審議会等への積極的参画 

（１）内閣府障害者政策委員会や厚生労働省審議会をはじめ、府省庁の委員会

や政党の会議等において、加盟団体の要望等を踏まえ意見具申に努める。

また、障害者関連施策等の情報を遅滞なく共有できるよう、日身連ホーム

ページ（加盟団体専用サイト）や機関紙等を活用し、加盟団体へ情報提供

する。 

（２）国への「日身連要望事項」については、組織・施策検討委員会並びに正副

会長会で取りまとめ、関係府省庁へ地域の声として提出する。要望事項に

対する府省庁からの回答は冊子に整理し、加盟団体へ配布する。 

（３）障害者権利条約を踏まえ取りまとめられた「ユニバーサルデザイン 2020

行動計画」により障害関連の施策が進められているなかにおいて、障害当

事者の参画のもとで着実に施策が実行されるよう、国や政党等への提言

に努める。 

（４）障害理解の啓発促進に関しては、国や政党へ働きかけていくとともに、国

の委員会や研究会をはじめ、民間事業者のアンケート調査等の協力にも

努める。 

（５）緊急を要する事項については、迅速に対応できるよう、会長を中心に正副

会長会及び検討委員会と連携し取り組む。 

（６）心身障害者用低料第三種郵便物制度の要件問題等の継続要望事項につい

ては、日本障害フォーラム（JDF）及び全国障害者団体定期刊行物協会連

合会と連携して、現況の問題解決にむけ取り組んでいく。 

 

 

３．能登半島地震等災害時における対応 

本年１月１日に発生した能登半島地震に対しては、「大規模災害における日身

連の対応方針」に基づき設置した災害対策本部を中心に被害状況等の情報把握

に努めるとともに、支援金を募るなど被災加盟団体への支援を引き続き行って

いく。 

 また、日本障害フォーラム（JDF)等と連携し、被災障害者への支援活動に取り

組む。 

中長期にわたる復興に向け、東日本大震災等の教訓を踏まえ、障害特性に配慮

した対策が講じられるとともに、接遇やバリアフリー化の整備、情報保障の確保

等に障害当事者の意見が反映された整備促進が図られるよう国や政党に対し提

言を行っていく。加えて、防災訓練や防災減災対策の検討等の場においては当事

者参画が徹底されるよう、国等への働きかけにも努める。 

 

 

４．中央障害者社会参加推進センター事業の充実 

（１）障害者の人権保障や障害を理由とする差別の禁止、合理的配慮の提供に
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関する理解促進にむけて、一層の周知啓発を図るとともに研修等に努め

る。 

（２）障害者の権利擁護事業を目的とする障害者 110 番事業については、相談

事業担当者のスキルアップにむけた研修を開催するほか、最新情報の提

供等にも努める。 

（３）障害者の社会参加の促進にむけた意見交換や交流を目的に、中央障害者

団体及び学識経験者等で構成される中央障害者社会参加推進協議会（14

団体）及び中央障害者社会参加推進協議会部会（11 団体）合同委員会を

開催し、事業の拡充に努める。 

（４）障害者相談員のスキルアップや情報交換、研修事業の重要性に鑑み、6ブ

ロック（東北・北海道／札幌市、関東甲信越静／茨城県、中部／福井県、

近畿／大阪府、中・四国／高知県、九州／宮崎県）で開催する障害者相談

員研修会への助成及び府省庁等へ講師派遣の調整を行う等、研修事業の

充実を図る。 

（５）そのほか、中央並びに地方障害者社会参加推進センター、障害者社会参加

推進事業実施団体とのネットワーク強化については、引き続き「社会参加

推進事業実施団体ブロック連絡会議」の実施に取り組むとともに、中央障

害者社会参加推進センターのウェブページを活用し、都道府県等の社会

参加推進事業の取組内容の一層の充実に努めるなど、情報発信や情報共

有ができる場の構築と事業の活性化に努める。 

 

 

５．障害者相談員活動の充実 

（１）障害者相談員のスキルアップや情報交換、研修事業の重要性に鑑み、6ブ

ロック（東北・北海道／札幌市、関東甲信越静／茨城県、中部／福井県、

近畿／大阪府、中・四国／高知県、九州／宮崎県）で開催する障害者相談

員研修会への助成及び府省庁等へ講師派遣の調整を行う等、研修事業の

充実を図る。 

（２）身体障害者相談員全国連絡協議会理事会において、各協議会の事業活動

や情報交換等を通して相互の連携強化を図るとともに、身体障害者相談

員活動の一層の充実に努める。 

（３）身体障害者相談員全国連絡協議会会員に向け、「相談員会報」（年 1 回・

8000 部）を発行し、障害関連の法制度や日身連の研修活動等の情報提供

を行い、相談活動の向上に努める。 

（４）「障害者相談員のための活動ハンドブック」（令和３年３月発行）等の販

売促進に努めるとともに、障害者相談員活動の認知と周知に努める。 

（５）「個人情報保護」（行政が収集管理）の開示にかかる問題については、引

き続き、障害者相談員の活動が充実できる環境と、相談員活動の活性化を

めざし、身体障害者相談員全国連絡協議会、正副会長会及び組織・施策等

検討委員会と連携し、課題解消に努める。 
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６．障害及び障害者理解の啓発促進 

（１）令和４年９月に国連の障害者権利委員会から出された総括所見、改善勧

告に対する国の対応について注視していくとともに、地域共生社会の実

現にむけ日本障害フォーラム（JDF）と連携して取り組む。 

（２）加盟団体、中央障害者社会参加推進センター、関係団体及び行政機関等と

連携して改正障害者差別解消法の周知及び理解促進を図る。 

（３）改正障害者差別解消法の理解啓発とともに、心のバリアフリーへの啓発

促進にむけ、民間団体や企業からのヒアリング等の協力依頼については、

加盟団体と連携し積極的に取り組んでいく。 

（４）東京オリパラを契機に高まった障害理解への関心をさらに地域へ拡散さ

せ、民間企業等との協働作業等も視野に、障害理解の啓発促進に取り組む。 

（５）障害者差別禁止条例が、全国の自治体で成立されるよう、引き続き、加盟

団体等の要望を踏まえ取り組んでいく。 

 

 

７．消費生活協同組合社会福祉活動等助成事業 

（１）デジタル社会にむけた障害者団体の円滑なＩＣＴ利活用に係る環境整備

促進事業 

デジタル社会の実現にむけた施策が示されるなかで、障害分野において

は障害特性等を踏まえ、個々のニーズにあったＩＣＴ利活用の環境を整

備することが望まれる。そのため、地域の障害者を支える障害者団体にお

けるＩＣＴ環境整備の課題を明らかにし、障害者団体に対するサポート

体制やネットワークの構築・強化といったＩＣＴ利活用に係る環境につ

いて調査・検討し、整備促進を図る。 

（２）障害者権利条約総括所見に係る理解啓発事業 

2022 年 9 月に国連障害者権利委員会から日本政府に示された障害者権利

条約の実施状況に対する総括所見について理解を深めるとともに、共生

社会の実現に向けた障害者団体の役割について考えるためのシンポジウ

ムを開催する。 

 

 

８．日身連の基盤強化等 

最重要課題としている財政の安定化と組織体制強化に関しては、２つの検討

委員会（財政検討委員会並びに組織・施策検討委員会）を中心に、社会福祉法人

としての活動を軸に、日身連の一層の発展を目指し取り組んでいく。 

（１）財政基盤の強化 

財政検討委員会を中心に、自主財源確保のため開始した協賛広告（機関紙

『日身連』掲載）の目標枠数の達成にむけ努力するとともに、財政基盤の
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安定化を図るために、引き続き、検討を行っていく。 

（２）組織及び政策体制の強化 

関係府省庁における障害者施策や環境整備等の検討すべき事項について

は、地域の実態や課題等を踏まえ、組織・施策検討委員会を中心に協議の

場を作り、適切に対応していくための体制強化を図る。加えて、組織強化

に向け、日身連と加盟団体間の情報共有や意見交換の場の提供に努める

とともに、国等への提言等を図るため、より広く意見聴取や情報交換等が

行えるよう作業部会を開催する。 

（３）ICT 等の積極的利活用 

評議員会、理事会、正副会長会及び検討委員会等は、新型コロナウイルス

感染予防を契機に ICT を活用したオンラインでの開催としてきたが、経

費節減の効果も見込まれることから、当該開催方法も併用して会議等を

開催することとする。また、オンライン開催にあたっては、引き続き、出

席者の通信環境等に不都合が生じないよう、事前の対策を行い、円滑な運

営に努める。 

 

 

９．ホームページ及び機関紙の充実 

機関紙『日身連』（毎月 7,200 部発行）を通し、日身連の活動状況の発信にと

どまらず、国等の障害関連の動き、新型コロナウイルス感染症関連等の情報につ

いて、遅滞なく提供していく。加盟団体の事業活動（障害者週間の行事やその他

関連記事）の情報発信や日身連の事業活動を広く発信していく。購読者の期待に

応えるよう、紙面の充実を図り、新規読者や賛助会員の獲得につなげる。 

また、ホームページを活用した情報発信等の充実に努めるとともに、加盟団体

間相互の情報収集が図れるよう、引き続き、加盟団体専用サイトの充実に努める。 

 

 

 

10．その他の関連事業 

（１）日本障害フォーラム（JDF・代表：阿部一彦）関連事業 

JDF の中核的存在として活動に連携協力し、国内外の障害者関連の諸課題

に取り組んでいく。また、延期されている障害者権利条約の国別審査につ

いては、情報を収集するとともに、対応にむけた活動の連携に努める。 

（２）全国社会福祉協議会障害関係団体連絡協議会（会長：阿部一彦）関連事業 

障害分野に関するさまざまな課題や検討事項等について、障害関係団体

連絡協議会の構成メンバーと連携し取り組み、協議会の取りまとめ役と

して協議会発展のために努める。 
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令和 6（2024）年度 

（福）日本身体障害者団体連合会、中央障害者社会参加推進センター 

身体障害者相談員全国連絡協議会 

 

主 要 行 事 予 定 表 

 

月 主な行事 

4 月  

監事監査（22 日） 

 

5 月  

第 1 回定例理事会 

 

6 月  

第 1 回定時評議員会 

 

8 月  

障害者 110 番事業研修会 

 

9 月～ 

11 月 

ブロック身体障碍者相談員研修会（ブロック順） 

東北・北海道ブロック（札幌市）、関東甲信越静ブロック（茨城県）、 

 中部ブロック（福井県）、近畿ブロック（大阪府）、 

中・四国ブロック（高知県）、九州ブロック（宮崎県） 

12 月 第 2 回定例理事会 

障害者権利条約総括所見に係る理解啓発事業シンポジウム 

ＪＤＦ全国フォーラム 

2 月  

身体障害者相談員全国連絡協議会理事会 

 

3 月 第 3 回定例理事会 

第 2 回定時評議員会 

中央障害者社会参加推進協議会及び同協議会部会合同委員会 

備考：・ブロック福祉大会は除く 

   ・◆はＪＤＦ関連事業 

   ・そのほか必要に応じて開催する行事は別途通知 


